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　地域の消費喚起及び生活支援を目的として、福祉的
配慮を要する家庭に対して灯油等購入券を配付します。
　すでに、対象世帯には簡易書留郵便で配付を行って
います。「対象世帯だが届かない」、「郵便局の保管期限
が過ぎてしまった」という方は、下記までお問い合わせく
ださい。
　また、平成26年度中に高校などに在学中の生徒がい
る世帯については、在学確認できる書類の写しを6月１
日（月）までに提出する必要がありますので、まだ手続き
をしていない方は、早めに行ってください。

伯耆町生活支援灯油等
購入券の配付について

【問い合わせ先】 福祉課　福祉支援室　☎68－5534

対象となる世帯
平成２６年度中に以下の状況にある世帯
①生活保護世帯
②高齢者（６５歳以上）のみで構成された住民税非課税世帯
③１５歳以下の児童・生徒がいる世帯
④１６歳以上１８歳以下で高等学校などに在学中の生徒が
　いる世帯

使用方法
　右表のお店で、灯油等(灯油、ガソリン、軽油)の購入
に使用できます。1世帯当たり1,000円券が5枚(5,000
円分)となっています。
※お釣りが出ませんのでご注意ください。

配付方法
対象世帯①～③の方…簡易書留郵便で既に配付しています。
対象世帯④の方…在学の確認ができ次第、簡易書留郵便
で配付します。
　　【提出書類】　生徒手帳、在学証明書などの写し
　　【提出期限】　6月1日(月)まで
　　【提 出 先 】　福祉課　福祉支援室

使用期限　9月30日（水）まで

伯耆町が進める「保小中一貫教育」とは
子ども達の「15歳の出口」の姿を見通して  第ニ回

　前回は、「中１ギャップ」をより小さくするために、保小中一貫教育が必要であることについてふれました。
今回は、児童・生徒が「確かな学力」を身につけるためにも、保小中一貫教育が必要であることについて述
べたいと思います。

　この図は、小中学校の理科で学習する電気に関する単元（複数時間の授業のまとまり）を抜き出したもの
です。当たり前のことですが、同じ電気という内容を扱う授業でも、学年に応じて徐々に難しくなります。下
の学年で得た知識や技能を活かして、そこに新しい知識や技能を加えることで、より「確かな学力」になって
いくように計画されています。
　ところが、設計図通りにはならない現実があります。例えば、小学４年生の「電気のはたらき」でつまずい
てしまうと、電気の学習全般に対して苦手意識が生まれ、上学年の学習でも消極的になってしまうことが考
えられます。
　そこで必要となるのが、保小中一貫教育の取組の核である『保小中一貫カリキュラム』の作成です。各教
科について、義務教育９年間の学習内容の全体を見渡せるようにし、小学校と中学校の教職員が見通しを
もって授業に取り組めるようにしています。また、過去５年間の学力調査などのデータを分析し、本町の児
童・生徒がどの学年のどの単元でつまずいているかを洗い出しました。それに基づいて、重点指導項目を明
らかにし、それぞれについて指導の改善例を載せていくことにしています。この『保小中一貫カリキュラム』
を活用して、日常の授業が改善されることが、「確かな学力」の定着に結びつくと確信しています。
　次回は、広い意味の学力である「人間力」についてお知らせします。

指定灯油等小売店
灯油等小売店 所　在　地

（株）石崎石油 溝口5－9
大森石油店 遠藤334
岸本ビークル（株）給油所 大殿47－1

（株）真木自動車　米子東給油所 大殿543－2
（株）鳥取西部ジェイエイサービス岸本給油所 岸本146－2
コメリハード＆グリーン溝口店 谷川172
ジュンテンドー伯耆店 大殿952

○義務教育 9 年間の学習内容の見通し
○本町データ分析による重点指導事項
○重点指導事項に対する指導改善例

「15歳の出口」における
「確かな学力」の育成

小学３年生「電気で明かりをつけよう」
↓

小学４年生「電気のはたらき」
↓

小学５年生「電磁石のはたらき」
↓

小学６年生「発電と電気の利用」
↓

中学２年生「電流とその利用」

「確かな学力の定着」とは？

本町『保小中一貫カリキュラム』の特色

【問い合わせ先】住民課　税務室　☎68－3114【問い合わせ先】住民課　税務室　☎68－3114

申請に必要なもの
運転免許証、印鑑、障がい者手帳、車検証など

申請期限　５月２5日（月）

申請窓口　住民課税務室、分庁総合窓口課

軽自動車税減免制度のご案内二輪車などの軽自動車税の
引き上げが１年延期されます

　障がい者手帳などの交付を受けている方は、軽自
動車税の減免を受けることができます。また、身体障
がい者用に改造された軽自動車も減免の対象とな
ります。

対象者
・身体障がい者手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人
   （障害の程度によっては減免を受けられないことも
　あります。）
・療育手帳Ａの交付を受けている人
・精神障がい者保健福祉手帳１級の交付を受けている人
・車いすの昇降装置など、身体障がい者用に改造し

た車を所有している人

　地方税法の改正により、原付きバイクなどの二輪車の
軽自動車税の引き上げ時期が、予定していた平成27年
度から１年延期されることになりました。
　平成28年度からは以下のとおりの税額となります。

平成28年度～
2,000円
2,000円
2,400円
3,700円
3,600円
6,000円
2,400円
5,900円
3,600円

平成27年度
1,000円
1,200円
1,600円
2,500円
2,400円
4,000円
1,600円
4,700円
2,400円

税　額
車種区分

50㏄以下
50㏄超　90㏄以下
90㏄超125㏄以下
ミニカー

農耕作業用
その他（フォークリフトなど）

二輪の軽自動車（125㏄超250㏄以下）
二輪の小型自動車（250㏄超）

雪上車

原
動
機
付

自
転
車

小型特殊
自動車

【問い合わせ先】 教育委員会事務局　総務学事室　☎62-0927
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